
教育民生委員会記録 

開 会 年 月 日 令和４年３月 14 日 

開 会 時 刻 午前 ９時 58 分 

閉 会 時 刻 午前 10 時 30 分 

 

 

出 席 委 員 名 

◎吉岡勝裕  ○宮﨑 誠  久保 真  中村 功     

楠木宏彦    辻 孝記   藤原清史  浜口和久 

 

 

世古 明 議長 

欠 席 委 員 名  なし 

署 名 者 久保 真  中村 功 

担 当 書 記 野村格也 

審 査 案 件 

議案第 13 号 
令和３年度伊勢市一般会計補正予算（第14号） 

（教育民生委員会関係分） 

議案第 14 号 
令和３年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 

議案第 15 号 
令和３年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

議案第 16 号 
令和３年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第３

号） 

議案第 20 号 令和３年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号） 

議案第 26 号 
伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例及び伊勢市

障害児放課後等支援施設条例の一部改正について 

議案第 31 号 伊勢市奨学金支給条例の一部改正について 

議案第 32 号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について 

議案第 36 号 
伊勢市福祉健康センターの指定管理者の指定につい

て 

議案第 44 号 
二見地区統合園（仮称）建設工事（建築工事）の請

負契約について 

議案第 45 号 和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

 

 

説  明  員 

健康福祉部長、健康福祉部次長、健康福祉部参事、介護保険課長、 

健康課長 

環境生活部長、環境生活部参事、ごみ減量課長、ごみ減量課副参事 

病院事業管理者、病院経営推進部長、経営企画課長、 

経営企画課副参事 

ほか関係参与 

伊 勢 市 議 会 
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審査経過 

吉岡委員長が開会を宣告し、会議成立宣言の後、会議録署名者に久保委員、中村委員

を指名した。その後、直ちに議事に入り、本日の本会議において審査付託を受けた「議案

第 13 号 令和３年度伊勢市一般会計補正予算（第 14 号）中、教育民生委員会関係分」外

10 件を審査し、いずれも原案どおり可決すべしと決定し、委員長報告文の作成について

は正副委員長に一任することで決定し、委員会を閉会した。 

なお、詳細は以下のとおり。 

 

開会 午前９時58分 

 

◎吉岡勝裕委員長 

ただいまから教育民生委員会を開会いたします。 

本日の出席者は全員でありますので、会議は成立いたしております。 

これより会議に入ります。会議録署名者２名は、委員長において久保委員、中村委員

の御両名を指名いたします。 

本日御審査いただきます案件は、去る２月28日の本会議におきまして教育民生委員会

に審査付託を受けました11件であります。案件名については、審査案件一覧のとおりでご

ざいます。 

お諮りいたします。審査の方法につきましては委員長に御一任願いたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

 御異議なしと認めます。そのように取り計らいをさせていただきます。 

また、委員間の自由討議については、申し出がありましたら随時行いたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

【議案第 13 号 令和３年度伊勢市一般会計補正予算（第 14 号）（教育民生委員会関係分）】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

それでは、「議案第 13 号 令和３年度伊勢市一般会計補正予算（第 14 号）中、教育民

生委員会関係分」を御審査願います。 

補正予算書の 44 ページをお開きください。44 ページから 53 ページの款３民生費を款

一括で御審査願います。なお、民生費のうち、当委員会の審査から除かれるのは、50 ペ

ージ、項５人権政策費となります。 

御発言はありませんか。 

久保委員。 

 

○久保真委員 

すみません。この民生費の中でちょっとお尋ねしたいと思います。47 ページの老人福

祉推進費の中の施設福祉事業、老人福祉施設等整備事業補助金のところで説明があった
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1,540 万円、自家発電ということで説明いただきましたけれども、もう少し詳しくお願い

したいと思います。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 介護保険課長。 

 

●浦井介護保険課長 

今回の 1,540 万円の計上でございますけども、市内の地域密着特養の非常用自家発電

機の整備に対して補助金を出そうとするものでございます。今回、1,540 万円を最終補正

に上げさせていただきましたが、来年度、令和４年度のほうに全額繰越明許をさせていた

だく予定になっております。以上でございます。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

久保委員。 

 

○久保真委員 

今回、この１件ということでよろしいですか。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 介護保険課長。 

 

●浦井介護保険課長 

対象となります宿泊を伴う介護事業所のほうの運営する法人について、周知、募集を

させていただきましたけども、１件要望のほうがありましたことから今回計上させていた

だいております。以上でございます。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

久保委員。 

 

○久保真委員 

はい、分かりました。自家発電ということで、津波被害とかそういうことを考えて、

そういうまだ整備がされてないところに、整備をしようかなっていうことになったんだと

思うんですけれども、これはそういうふうに考えていいんですか。例えば海岸線にあるよ

うな施設っていうことでよろしいですか。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 介護保険課長。 

 

●浦井介護保険課長 

特にですね、海岸線っていうわけでは今回のところはございませんけども、非常用自
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家発電を整備するっていうような希望があったところでございますので、広く募集はさせ

ていただいております。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

久保委員。 

 

○久保真委員 

分かりました。今後もしっかりとそういう要望がありましたら対応はしていただきた

いと思いますけれども、最初からその施設によって自家発電機能を備えているところは問

題ないと思うんですけど、そういうところもしっかり調査していただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 他に発言はありませんか。 

はい、辻委員。 

 

○辻孝記委員 

すみません、私は項３の児童福祉費、目２の児童措置費のところでちょっとお聞かせ

を願いたいと思います。この中で大事業４の新型コロナウイルス感染症生活支援事業とい

うことで、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業というのがあります。これは補正第２

号、第４号で挙げていただいた予算だと思います。ちょっと減額が 5,000 万円ということ

で割と多いのかなというふうに思いますが、その要因等をちょっと教えていただけるとあ

りがたいんですが。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 健康福祉部参事。 

 

●岩佐健康福祉部参事 

今回の補正につきましては、この給付金が独り親の児童扶養手当の受給者及び独り親

以外の非課税世帯を対象に、児童一人当たり一律５万円を支給したものでございますが、

今回の補正は独り親以外の非課税世帯の部分におきまして、予算要求のほうでは 1,880 人

分を計上いたしましたが、２月末現在で 865 人への支給となり、減額をしたものでござい

ます。 

国の 10 分の 10 の事業でございますが、児童手当支給対象児童を児童数を元にという

ことで、所要額の見込みを算出するということになっておりましたので、1,880 人ってい

う人数分を予算計上となったものでございます。以上です。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 辻委員。 
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○辻孝記委員 

分かりました。国のほうから決められた金額が来たという形で、実際は人数的には 865

人しかなかったということなんですね、分かりました。そうすると、当然２号補正のとき

には、児童扶養手当の受給者ですので全員行ったかというふうに思います。今回の補正で

下がっていった部分というのが独り親世帯以外の世帯分ということで、児童扶養手当をも

らってない方々のところに行く予定だったということで分かりました。あと、これはもう

事業としては終わっているかと思うんですけれども、漏れというのは、もうこれ以上なか

ったっていうことで理解してよろしいんでしょうかね。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 健康福祉部参事。 

 

●岩佐健康福祉部参事 

はい、児童手当の受給者の中で非課税世帯っていうお家には、こちらから積極支給と

いう形でございましたので、個別に郵送のほうをしておりますし、あと、家計急変のとき

にも対応するということでございましたので、その時点で課税状態のお家にも制度の周知

のほうはさせていただいたところでございます。あと、一般的な広報とかホームページと

かっていうとこでも周知はいたしておりますので、周知のほうはさせていただいたという

ふうに考えております。以上です。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

分かりました。こういったことは漏れがあってはいけないかなというふうに思ってお

りますので、もし今後、こういった取組があったときには、またしっかりとお願いしたい

と思います。結構です。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

他に御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、款３民生費の当委員会関係分の審査を終わります。 

次に 54 ページをお開きください。54 ページから 57 ページの款４衛生費を款一括で御

審査願います。なお、衛生費のうち、当委員会の審査から除かれるのは、項１保健衛生費、

目１保健衛生総務費のうち、大事業５水道事業出資金です。 

御発言はありませんか。 

辻委員。 
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○辻孝記委員 

すみません、項１保健衛生費、目３の予防費、予防接種事業のことを少しお聞かせく

ださい。減額が 2,100 万円という形になっております。2,100 万円というのは大きいのか

小さいのかよく分かりませんが、この辺のところ、ちょっと内容を教えていただけますで

しょうか。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 健康課長。 

 

●浦田健康課長 

この 2,100 万円の減額でございますが、令和３年度の予防接種事業の中で風疹の検査

の受診者がやはりこのコロナの影響を受けまして少なかったこと、それから日本脳炎のワ

クチンの供給不足がございまして、それに伴う接種者の減ということで、これだけの減額

となっております。以上でございます。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

辻委員。 

 

○辻孝記委員 

分かりました。日本脳炎の供給不足ということで、そういうことがあったんですね、

分かりました。あと、風疹のほうの事業もですね、この事業は、2022 年３月いっぱい、

今年３月いっぱいで終わるというふうな形で当初話があったかと思うんですが、これはそ

の後どうなっておられるんでしょうか。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 健康課長。 

 

●浦田健康課長 

おっしゃっていただきましたように、ひとまず、2022 年までということになっており

ましたけれども、やはり検査者が伸びていないということで、国が目指す目標に対するこ

とができていないということで、令和４年度から３年間延長ということになりました。以

上でございます。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

辻委員。 

 

○辻孝記委員 

分かりました。実際抗体検査等ですね、受ける方が少ないということなので、やっぱ

り周知がなかなかしにくい部分があるのかなというふうに思いますし、実際この現役世代
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の方々が多いかというふうに思います。そういった部分で仕事のことも含めてですね、企

業関係にもちょっと言っていただくなりしていただいて、抗体検査等、風疹に関しては大

事なところだと思っておりますので、その辺、徹底をまたお願いしたいと思います。結構

です。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

他に御発言はありませんか。 

久保委員。 

 

○久保真委員 

すみません。57 ページのじん芥収集事業でございます。再資源分別回収事業について

少しお聞かせください。令和３年度の予算、６億 4,700 万ということで、今回 3,900 万円

の減額補正されてますけれどもちょっと説明してください。お願いします。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 ごみ減量課副参事。 

 

●林ごみ減量課副参事 

再資源分別回収事業の減額の要素でございます。こちらにつきましては、ごみのほう

も可燃ごみから資源ごみまでということで、入札、それから合理化計画に基づく見積り合

わせというところでの入札差金、そういったところが主な要因でございます。以上でござ

います。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

久保委員。 

 

○久保真委員 

ありがとうございます。ちょっと額が 6.1％というふうに大きかったので、ちょっと伺

ったんですけど。これそもそも、このじん芥っていう、ちょっと調べましたら、塵とかご

みとかそういう意味というふうに出てきて、もう一つはこの値打ちのない、取るに足らな

いものっていうふうにいろんな辞書を調べると出てくるんですけど。この再資源分別回収

事業、そもそもちょっと言葉もね、補正予算に関係ないか分からんですけど、言葉も変え

ていったらどうでしょうかね、僕思うんですけど。ちょっと御意見ありましたらお聞かせ

ください。以上です。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 ごみ減量課副参事。 

 

●林ごみ減量課副参事 

委員の御意見、いただきましてありがとうございます。このあたりのところ名前が相
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応しいのかっていうようなところもありますので、またちょっと今後考えさせていただき

たいと思います。以上でございます。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

他に御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、款４衛生費の当委員会関係分の審査を終わります。 

説明員交代のため、暫時休憩いたします。  

 

休憩 午前10時11分 

再開 午前10時13分 

◎吉岡勝裕委員長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

60 ページをお開きください。款６農林水産業費、項１農業費、目４農業用施設管理費

のうち、大事業１土地改良施設維持管理事業を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、款６農林水産業費の審査を終わります。 

次に 78 ページをお開きください。78 ページから 85 ページの款 11 教育費を款一括で御

審査願います。なお、教育費のうち、当委員会の審査から除かれるのは、項５社会教育費、

目３文化振興費、目６観光文化会館費及び項６保健体育費、目４体育振興費のうち、大事

業６国民体育大会開催事業です。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、款 11 教育費の当委員会関係分の審査を終わります。 

 以上で議案第 13 号中、教育民生委員会関係分の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 13 号 令和３年度伊勢市一般会計補正予算（第 14 号）中、

教育民生委員会関係分」については、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 
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【議案第 14 号 令和３年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

次に、「議案第 14 号 令和３年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」を

御審査願います。 

97 ページをお開きください。97 ページから 112 ページです。本件につきましては一括

で御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 14 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 14 号 令和３年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）」につきまして、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 15 号 令和３年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

次に、「議案第 15 号 令和３年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

を御審査願います。 

115 ページをお開きください。115 ページから 126 ページです。本件につきましても一

括で御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 15 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 15 号 令和３年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）」につきまして、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませ
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んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 16 号 令和３年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第３号）】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

次に、「議案第 16 号 令和３年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第３号）」を御審

査願います。 

129 ページをお開きください。129 ページから 144 ページです。本件につきましても一

括で御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 16 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 16 号 令和３年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第

３号）」につきまして、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

説明員入替えのため、暫時休憩いたします。  

 

休憩 午前10時18分 

再開 午前10時20分 

 

【議案第 20 号 令和３年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号）】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、「議案第 20 号 令和３年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号）」を御審査願

います。 

189 ページをお開きください。189 ページから 200 ページです。本件につきましても一

括で御審査願います。 

御発言はありませんか。 

はい、辻委員。 
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○辻孝記委員 

すみません、少しお聞かせ願いたいと思います。191 ページの病院事業会計補正予算の

収益的収入及び支出のところで、収入のところでですね、医業外収益の県補助金が既決の

予定額３億 2,400 万円があったわけですが、今回プラスの補正予算として、３億 8,000 万

円からあるわけですが、既決の部分よりも大きくなっております。そういった要因をちょ

っと教えてください。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 経営企画課副参事。 

 

●西井経営企画課副参事 

県補助金の増額の要因でございます。これにつきましては、新型コロナウイルス感染

症対策としての病床確保、これに対する補助金の増額を見込んでおるところでございます。 

その原因ですけども、補助の対象となる病床数の追加と、あと一日一床当たりの補助

の単価、これが高い単価で補助を受けることができる見込みとなったため、増額のほうで

お願いをさせていただいてるところでございます。以上でございます。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

辻委員。 

 

○辻孝記委員 

病床確保の関係での単価が見込みよりも多くもらえるというお話だったと思うんです

が、この病床確保も委員会でも説明がございましたけども、もう一度確認のためにちょっ

とどれぐらい確保されているのか教えていただけますか、コロナの病床確保。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 経営企画課副参事。 

 

●西井経営企画課副参事 

新型コロナウイルス感染症に感染された患者さんの受入れ病床としては、24 床を現時

点においても確保のほうをしておるところでございます。以上でございます。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

辻委員。 

 

○辻孝記委員 

分かりました。今、この辺のところ、上手に予算を取っていただきながらやってもら

いたいと思います。昨年度、令和２年度の決算におきましては、最終的には 5,000 万円の

黒字という話になったと思います。今回この補正予算の段階、昨年のこの時期の段階の補
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正予算書を見ていますと、昨年度の時にはですね、当年度純利益が３億 300 万円のマイナ

スという表記があった中で、決算的には 5,000 万円のプラスというふうな状況だったかと

思います。今回は 193 ページを見ておりますと、当年度純利益がマイナスの 3,600 万円と

いうふうな金額が出ております。昨年のことを考えますと相当額のマイナスが少ないとい

うことを思います。そうすると、昨年はマイナスこんだけあったとしても、３億円くらい

あったとしても、プラス 5,000 万円の利益があったというふうになっておりましたので、

今回まだ早いですが、決算的にはどういう方向性を考えるのかちょっと教えてもらえます

でしょうか。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

 経営企画課副参事。 

 

●西井経営企画課副参事 

令和３年度の最終の見込みでございます。こちらのほうにつきましては、今、委員お

っしゃっていただきましたように、マイナスの 3,600 万ということで見込んでおるわけで

ございますけども、引き続き新型コロナウイルス感染症への対応と、あと感染防止対策を

しっかりと講じながら、通常の医療と両立を図りまして、少しでもこの数字より改善した

数字で、最終的にまた報告させていただければと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

辻委員。 

 

○辻孝記委員 

分かりました。決算のときに大きなプラスになるような形を期待しておりますんで、

よろしくお願いします。結構でございます。 

 

◎吉岡勝裕委員長 

他に御発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

他に御発言もないようですので、以上で議案第 20 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 20 号 令和３年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号）」

につきましては、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 26 号 伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例及び伊勢市障害児放課後等支援

施設条例の一部改正について】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

次に、条例等議案書の 19 ページをお開きください。19 ページから 21 ページの「議案

第 26 号 伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例及び伊勢市障害児放課後等支援施設条

例の一部改正について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 26 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 26 号 伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例及び伊勢

市障害児放課後等支援施設条例の一部改正について」は、原案どおり可決すべしと決定い

たしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 31 号 伊勢市奨学金支給条例の一部改正について】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

次に、35 ページをお開きください。35 ページから 38 ページの「議案第 31 号 伊勢市

奨学金支給条例の一部改正について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 31 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 31 号 伊勢市奨学金支給条例の一部改正について」は、

原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 32 号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

次に、39 ページをお開きください。39 ページから 45 ページの「議案第 32 号 伊勢市

国民健康保険条例の一部改正について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 32 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 32 号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について」は、

原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 36 号 伊勢市福祉健康センターの指定管理者の指定について】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

次に、66 ページをお開きください。66 ページから 67 ページの「議案第 36 号 伊勢市

福祉健康センターの指定管理者の指定について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 36 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 36 号 伊勢市福祉健康センターの指定管理者の指定につ

いて」は、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 44 号 二見地区統合園（仮称）建設工事（建築工事）の請負契約について】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

次に、108 ページをお開きください。108 ページから 114 ページの「議案第 44 号 二

見地区統合園（仮称）建設工事（建築工事）の請負契約について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 44 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 44 号 二見地区統合園（仮称）建設工事（建築工事）の

請負契約について」は、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 45 号 和解及び損害賠償の額を定めることについて】 

 

◎吉岡勝裕委員長 

次に、115 ページをお開きください。115 ページから 118 ページの「議案第 45 号 和

解及び損害賠償の額を定めることについて」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 45 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 45 号 和解及び損害賠償の額を定めることについて」は、

原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 
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以上で付託案件の審査は全て終了いたしました。 

お諮りいたします。委員長報告文の作成については正副委員長に御一任願いたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎吉岡勝裕委員長 

 御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

以上で御審査いただきます案件の審査は終わりましたので、これをもちまして教育民

生委員会を閉会いたします。 

 

閉会 午前10時30分 

 

 上記署名する。 
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